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道路の新たな利活用に関す
る調査研究
～多様化する利活用ニーズ
の実現に向けて～

調査部
松澤　祐子　　寺田　尚子

　当機構では、平成 19 年に自主研究
組織「新道路利活用研究会」を設置し、
地域や民間による道路利用へのニーズ
の高まりを背景にテーマを定め、賛助
会員企業や学識経験者、国土交通省担
当者等、産官学の方々のご参画を得て、
道路機能や施設空間の一層の利活用に
資する方策について、部会を設け検討
している。
　各部会では、道路機能や施設空間の
一層の利活用に資する方策等、民間ビ
ジネスの創出や地域の活性化を目的と
した検討を進めており、研究成果を国
土交通省へ提言するとともに、報告書
を関係機関へ送付するなど、施策への
反映を目指している。
　本稿では、平成 24 年度の検討テー
マであった、「道路関連施設整備支援
に関する調査研究」及び「道路課金制
度に関する調査研究」について報告す
る。
（１）平成24年度検討テーマとその

概要

　平成 24 年度は、「（１）道路関連施
設整備支援に関する調査研究」と、
「（２）道路課金制度に関する調査研究」
について検討を進めた。
　「（１）道路関連施設整備支援に関す
る調査研究」部会では、道路に関する
公共の利益に資する事業について、民
間事業者による事業参画機会及びニー

ズを探るとともに、幅広い視点をもっ
て支援方策を検討している。また、
「（２）道路課金制度に関する調査研究」
部会では、諸外国での道路課金制度に
おける検討及び導入状況、その背景を
分析するとともに、諸外国と我が国と
の経済状況・社会情勢・地理的環境の
相違点等を分析し、対応すべき事項と
その有効性などを検討することとして
いる。
　各部会における検討状況は、次のと
おりである。
検討テーマ①

道路関連施設整備支援に関する調査研

究

　本部会では、民間事業者によって歩
行者空間が整備される場合の支援方策
の検討・提案、また、高速道路及び道
路上の休憩施設に関連した地域の活性
化に資する事業の提案と、それに関連
した支援についての検討を行った。
a）歩行者空間の整備について
　公共の用に供する歩行者空間は、土
地区画整理事業や市街地再開発事業な
どの既存支援を受けて整備される場合
がある。しかしながら、これらの要件
に合致しない場合や、民間事業者単独
で比較的小規模の開発を行う場合にも、
公共の用に供する歩行者空間が創出さ
れることがあり、この場合には、特段
の支援はなく、民間事業者の負担によ
ることとなる。今後、より一層の歩行
者空間の整備推進を図るのであれば、
これらの場合に対しても支援を行うこ
とで、良好な道路整備やまちづくりの
推進が図られると考えられるため、「補
助」「融資」「課税面での優遇」の支援

方策の提案を行った。
b）地域活性化について
・SA/PA事業
　SA/PAは、集客基盤としては高い
ポテンシャルを有していることから、
新たな利用形態を見出すことができれ
ば、より一層地域へ貢献できる施設と
なりうる。このため、高速道路会社と
資本関係にない民間事業者の参入を提
案するとともに、新たな事業展開のた
め、敷地の拡充案を提案した。拡充案
では、用地取得、施設整備等が必要で
あることから、公的な機関からの出資
や低利融資という資金的な支援や、民
間金融機関からの借入れの際の信用保
証に関する支援が必要であると考える。
・乗継システム
　高速道路利用者の利便性の向上を図
る方策としては、例えば、高速道路か
ら 1度降り、指定された商業施設の駐
車施設に入庫するような乗継システム
の構築が考えられる。本部会では、民
間商業施設の駐車場の活用を前提とし
た乗継システムを提案した。商業施設
への立寄りが前提となる仕組みである
ことから、消費行動の活性化へ寄与す
ることとなるが、このシステムには、
商業施設側の駐車場に機器の設置が必
要であることから、一定の支援方策が
必要である。
・道の駅事業
　道の駅の基本的な形態は、駐車施設
は国費等での整備、商業施設は民間事
業者で整備運営されているケースが多
い。このことから、集客の基盤につい
ては、国費等の支援があるが、附属す
る商業施設については、地方公共団体
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の出資による第三セクターでの運営や、
民間単独で運営するなど、運営形態は
多様であり、地域ごとに工夫がされて
いるところであるが、今後も、一定の
支援の継続が必要であろう。また、最
初の道の駅が登録されてから、今年で
20 年を迎えていることから、施設更
新に対する支援も検討していく必要が
ある。
検討テーマ②

道路課金制度に関する調査研究

　本部会は、諸外国での道路課金制度
における検討状況や、導入の背景を分
析するとともに、諸外国と我が国との
経済状況・社会情勢・地理的環境の相
違点等を分析し、対応すべき事項とそ
の有効性などを検討し、関係者に有意
義な提言を行うことを目的としている。
平成 24 年度においては、道路課金の
類型整理のほか、特に欧州における
EU指令に関連した道路課金制度の導
入背景及びドイツの課金制度について
の調査を行った。
a）諸外国における道路課金制度導入
の目的

　近年の諸外国における道路課金制度
導入の背景には、様々な目的の組み合
わせが内在している。
・収入の創出
・公平負担
・環境への影響の削減
・公共交通の利用の促進
・交通の平準化・効率化
・渋滞緩和
b）課金制度の種類について
　道路課金とは、道路の利用に応じて
料金を徴収する仕組みであり、道路利
用者に課されるあらゆる直接的な課金
を指す。目的に応じた徴収手法により
各種の方式が存在する。
・有料道路制
・ビニエット課金制
・走行距離課金制
・混雑課金制

　▼コードン課金制
　▼可変料金制
c）EUにおける道路課金制度の動向
　EUが発足し、統一化されたことで、
域内の自由な移動が可能となり、交通
が活性化した。その結果、自国の道路
を他国の車両が通行するという現象が
頻繁にみられるようになり、道路のイ
ンフラ費用を燃料税等の税金により徴
収している国においては、道路整備の
恩恵を受益しているにも関わらず、税
負担をしていない車両が通行すること
が問題となった。こうしたことから
EUでは、負担の公平化を図るため、
受益者に負担させるという道路課金制
度の導入が検討されることになった。
　2012 年末の時点で、オーストリア、
チェコ、ドイツ、ポーランド、ポルト
ガル、スロヴァキア及びスイスの 7か
国で、EU指令で示された走行距離課
金方式が導入されている。また、ベル
ギー、オランダ、ルクセンブルグ、デ
ンマーク、スウェーデンの 5か国にお
いては、12t 以上の車両に対し、ユー
ロビニエット方式が導入されている。
d）ドイツにおける課金制度
　当初、これまで無料であったアウト
バーンに限定して導入されたが、迂回
交通が増加したことから、2007 年に
連邦道路 3路線の一部（計 42km）が
有料とされ、2012 年８月からは連邦
長距離道路のうち、アウトバーン規格
相当の４車線道路（約 1,000km）に対
象が拡大されている。12t 以上の重量
貨物車を対象とし、測位衛星（GPS）
と車載器により走行距離を算定すると
いう新方式のシステムが採用されてい
る。料金徴収に関しては、民間企業で
あるトールコレクト社が運営している。
（２）平成25年度の調査部の取り組

みについて

　社会・経済情勢の変化により、道路
整備事業を取り巻く環境が変化してき
ている。しかしながら道路が、国民の

生活や経済活動を支える基本的な社会
資本であることに変わりはなく、道路
利活用に関して、国民のニーズを踏ま
えた施策が実行されるべきであること
に疑いの余地はない。
　昨今の道路行政に関する施策では、
既存ストックの有効利用という観点か
ら、地域活性化や安全・安心の確保を
図る施策、それを可能にする制度運用
の柔軟化など、国民生活を豊かにする
ための施策が推し進められつつある。
当研究会では、平成 25 年度は前年度
から検討を開始した、民間事業者を対
象とする「道路関連施設整備支援に関
する調査研究」のほか、諸外国と我が
国との経済状況・社会情勢・地理的環
境の相違点等を分析する「道路課金制
度に関する調査研究」を進めていくこ
ととしている。
　「新道路利活用研究会」での提案事
項が、道路行政に関する施策に反映さ
れることを期待するとともに、今後も、
ご賛同いただいている多くの企業の
方々とともに、時代のニーズに即した
調査研究を進めていきたい。

2

ITSの国際標準化動向と日
本の取り組み
～ ETCの国際標準化の状
況～

ITS・新道路創生本部
福与　弘志　　中村　徹

　ITSの国際標準の検討を行う ISO/
TC204 が発足して 20年が経過し、
ITSの国際標準は 65 項目が発行され
た。実際に使われている国際標準は、
車間距離制御や前方車両追突警報など
の車両に装備されている走行制御関連、
携帯電話網やDSRCなどの通信関連そ
してETC関連である。国際標準とし
て発行され、世界的なビジネスとして
成り立っているのはETC関連である。
　本調査研究では、ETCに関する国
際標準の欧州動向と日本の取り組みに
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ついて報告する。
（１）ETCの国際標準化動向

①欧州の動向
a）欧州の課題
　EETS1（欧州統一課金サービス）の
導入に向けて測位衛星（GPS など）
を利用したシステムの国際標準が完成
し、一般道路の走行距離課金が実現可
能となった。だが、一般道路の走行距
離課金を導入しようとしたとき、課金
サービス事業者と道路事業者における
請求と支払いが正確に行われているか
という課題が出てきた（図 1参照）。
この課題を解決するために、DSRC（路
側機）やカメラなどを用いた走行経路
把握が必要となり、そのための標準案
（現時点では欧州内の標準規格として
提案）が検討された（図 2参照）。
b）欧州の提案
　路側機（DSRC）を利用した走行経
路把握によって、課金サービス事業者
と道路事業者における請求と支払いに
関わるデータ交換のチェックを行う仕
組みを目的とした標準（セキュア・モ
ニタリング）が提案された。
　図 3に欧州の道路課金の運用システ
ムとデータの流れを示す。この図にお
いて、OBE（車載器）から道路事業
者へ時計回りの流れがセルラー通信経
由のデータで、OBE（車載器）から
道路事業者へ反時計回りの流れが
DSRC（路側機）経由のデータの流れ
である。道路事業者はこれらのデータ
を照合することにより、課金サービス
事業者の不正請求の有無をチェックす
ることが可能となる。
②日本の動向
a）国際標準化への日本の取り組み
　ETC関連の国際標準を検討してい

るメンバーの多くは欧州の国々であり、
ETC関連の国際標準は欧州が主導権
を持っている。このような状況なので、
日本は欧州独自の標準とならないよう
に適宜意見提示をしている（受け身の
姿勢）。
　また、アジア諸国に向けて、アジア

諸国で用いられている技術や今後必要
となる技術の国際標準案を提案してい
る（攻めの姿勢）。
　このように、日本の国際標準化活動
は受け身から攻めに変わろうとしている。
　インフラ設備を導入する国は、国際
標準に準拠したシステムや技術を仕様

1 EETS は測位衛星、DSRC、セルラー通信
のどれかを利用したシステムで、1つの車載
器と 1つの課金サービス事業者によって、欧
州のどこの国を走行しても道路課金サービス
が受けられるシステムである。

図１　欧州の道路課金の流れ

図２　走行経路把握のイメージ図

TSP：課金サービス事業者
セルラー通信

請求データ等

照合

TC：道路事業者

走行履歴データ等

DSRC

図３　セキュア・モニタリングの概念
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書の中に記載されることが予想され、
売り込む技術が国際標準か否かで市場
参入に大きな差が生じる。現時点では
欧州寄りの国際標準が多いため、日本
の企業より欧州の企業が市場参入しや
すくなっているので、日本からの国際
標準案を提案することはとても重要で
ある。
b）日本の提案
　日本の技術を国外市場に展開しやす
くするために、日本から下記の 2項目
を提案し、国際標準に向けて作業を行
っている。
・拡張型車載器のインターフェイス定
義

・ツーピース型の決済情報
（２）日本が行った方が良い取り組み

①欧州へ向けて
　欧州では、2012 年秋頃からDSRC
の重要性が見直されて、走行経路把握
でDSRCが必須と考えられ、DSRC
を利用した走行経路把握に関する標準
化作業が行われている。また、車両デ
ータを利用した課金チェックを行うこ
とから、データに信頼性を持たせるた
めに、車載器と路側機のセキュリティ
について議論が開始された。
　日本は ITS スポット（路車間通信）
の実績があるので、欧州に ITS スポ
ットを紹介する良い機会である。また、
車載器や路側機のセキュリティ関連に
ついて、日本の技術を国際標準に位置
付けることができると思われる。
②アジア諸国へ向けて
　アジア諸国は近年の急激な経済成長
で交通渋滞や交通問題が起こると思わ
れる。このような状況は、日本の ITS
技術を売り込む良い機会であるため、
日本の ITS 技術を国際標準に位置付
けて、欧州企業と対等に競争できる準
備をすることが必要であると思われる。

3

高度運転支援システム・自
動運転システムの動向
～国内外の検討状況及び開
発動向の把握～

ITS・新道路創生本部
岡村　茂則　　保坂　明夫

　近年、運転支援技術が高度化され、
自動運転の実用化が近付いてきている。
本調査研究では、車両が自ら判断して
ドライバーの運転を支援するシステム
及び自動で走行するシステムの国内外
の取り組みを調査し、課題と解決方法
を検討した。
（１）経緯

　1939 年から 1940 年にかけてニュー
ヨークで開催された万国博覧会におけ
る、GM社の「Futurama」において無
線で制御された車両が高速道路を走行
する自動運転車両の概念が提示された。
　1950 年代に入ると、日米欧におい
て自動運転システムの研究開発が始ま
り、誘導ケーブルを道路に敷設してセ
ンサーで検知し操舵制御するシステム
が研究開発され、テストコースにおけ
る自動走行などの実用化につながった。
　1990 年代には深刻化した交通問題
の解決を目指して各国で実用化に向け
た研究が活発になり、1997 年に米国
でNAHSCによる開発とデモンスト
レーションが行われた。
　日本では、国土交通省とAHSRA
等によって路車協調の高度な運転支援
について研究開発が行われた。しかし、
環境の検出、車両制御及び運転におけ
る責任の問題等が大きな課題であり、
早期の実用化は困難と判断された。
　近年、検出技術と制御技術の高度化
等によって縦方向制御（車間制御）や
横方向制御（車線維持）などの高度な
運転支援が実現され、両者を組み合わ
せた自動運転の実用化が近いと考えら
れている。
（２）近年の研究開発動向

　日本では 2008 年度からNEDOが隊

列走行の実現に向けて研究開発を行い、
トラック 4台で構成された隊列を車間
距離 4mで走行させる実験を成功させ
た。
　また、2012 年 6 月に国土交通省に
「オートパイロットシステムに関する
検討会」が設置され、自動運転の実現
に向けた課題の整理・検討等を実施し
ている。
　2013 年 6 月に政府から発表された
新成長戦略では、高度運転支援システ
ム及び自動走行システムの開発・環境
整備により交通事故・交通渋滞の減少
が期待されている。
　一方、自動車メーカーによる運転支
援システムの社会への普及が進んでい
る。そのシステムの機能を高度化して
組み合わせると、自動運転に必要な技
術が実現できると考えられている。
　米国では、DARPAが、自動運転の技
術開発に拍車をかけるため、自動運転
車両の賞金付きコンペを 3回実施した。
　Google は、コンペに参加した技術
者を自社プロジェクトへ招き、自律運
転車両の研究開発を進め、一般道を走
行可能なシステムを開発した。米国各
州は、自動運転車両が一般道を実験的
に走行することができるように、複数
の州において自動運転車両への免許が
交付可能となった。
　欧州では、研究開発等のプロジェク
トに対して助成を実施している。近年
では高度な運転支援や各種の自動運転
の開発とデモがプロジェクトにおいて
行われた。
　いくつかの自動車メーカーが数年の
うちに、縦方向と横方向の制御を組み合
わせた高度な運転支援・自動運転シス
テムを一般に販売すると表明している。
（３）実現に向けた課題と解決方法

①国際条約
　道路交通に関する国際条約であるジ
ュネーブ条約とウィーン条約は、あら
ゆる走行中の車両には運転者がいなけ
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ればならないと定めており、関係機関
で見直しが検討されている。
②高度な検出
　車両に搭載したセンサーで認識でき
ない環境は、自動運転による走行可能
範囲を制約する。インフラや他車両と
の協調による環境認識機能の向上が期
待されている。
③信頼性
　センサーの故障やコンピュータの故
障、制御部の故障は、車両の制御を不
安定にし、安全な運転ができない可能
性がある。小型軽量が必要な車両では、
単純な多重系の採用は困難であり、ド
ライバーの役割も含めた故障対応など
が検討されている。
（４）インフラとの協調

①インフラから情報提供
　走行する車両から死角になるような
箇所ではあらかじめインフラが状況を
監視し、隠れている車両や歩行者を検
知して走行している車両へ情報を提供
すると、死角からの飛び出しなどに備え
てスピードを減速するなど、人に近い予
測制御が可能となる。また、レーンマー
クの改良整備、標識取り付け位置の統
一などの規格化は、環境認識機能の向
上に役立ち、通常のドライバーにおい
ても走行環境理解の向上につながる。
②自動運転車両から情報提供
　自動車から道路側に情報発信するこ
とも有効である。
　例として、白線が経年劣化等で剥が
れ落ち、自動運転システムが白線を検
知できなくなると自動運転が継続でき
なくなる。この際に、自動運転システ
ムが、インフラへ白線の検出状況を提
供すると、道路のどの箇所で白線が劣
化しているかが分かり、道路維持やメ
ンテナンスに役立つと考えられる。
（５）まとめ 

　日米欧の関係者は、渋滞時や駐車場
における自動運転は数年のうちに、高
速道路での自動運転は 2020 年頃まで

に実現されると見通している。
　国内外で高度運転支援システム・自
動運転システムの研究開発が積極的に
進んでおり、技術的な課題は減少し、
ドライバーとシステムの責任等の課題
についても対応が検討されている。
　また、インフラが情報を提供するこ
とによって、システムが支援可能な環
境は拡大し、車両が検知した情報をイ
ンフラに提供することで、インフラの
情報収集能力や維持管理能力を向上さ
せることができる。
　道路と車が協力することにより、運
転支援、自動運転の実用化が加速され
ると考えられる。インフラ側としても
「基本インフラの改良整備」「ダイナミ
ックな情報提供」「管制」等の分野に
対して、どのように関わるか、車側と
ともに検討すべきであると考える。

4

超小型モビリティを活用し
たまちづくりに関する基礎
的調査
～超小型モビリティ導入の
背景と今後の展開～

ITS・新道路創生本部
浜田　誠也　　西部　陽右

　超小型モビリティ等をはじめとする
電気自動車等（環境対応車）は、低炭素
社会の実現に資するとともに、人口減
少・高齢化時代に対応するコンパクト
なまちづくりにも適した交通手段であ
り、国土交通省では、このような観点か
ら、超小型モビリティ等の環境対応車
の普及の取り組みと、都市の低炭素化、
集約型都市構造の実現、高齢化社会へ
の対応等持続可能なまちづくりに向け
た取り組みを一体的に推進している。
　本調査では、人の移動という視点か
ら「超小型モビリティ」の導入とそれ
に伴う社会的効果等の可能性を検討し、
その導入に当たって行うべき環境や体
制の整備などの課題について基礎的な
調査を行った。

（１）人の移動に係る課題

　我が国は比較的公共交通機関が充実
していると言われているが、実際には、
大都市圏域を除くと自動車（自家用車）
への依存度は高い。特に地方中小都市
においては、高齢化やモータリゼーショ
ンの進展に伴う中心市街地の空洞化に
伴い自動車利用が増加する傾向にあり、
これらの対策としてコンパクトシティの
構想などが提唱されているところである。
　一方、地方においては、少子高齢化
や過疎化、モータリゼーションの進行
により、地方における公共交通機関
（鉄道・バス）の経営環境は大きく悪
化している。平成 12 年３月施行の改
正鉄道事業法により鉄道事業の廃止が
許可制から事前届出制になり、また平
成 14 年２月施行の改正道路運送法に
より乗合バス事業についても同様の規
制緩和が行われたことから、路線の撤
退・縮小が相次いでおり、生活路線の
維持・確保が大きな課題となっている。
　これらの地方では、集落が散在して
いることもあわせ、通勤・通学をはじ
めとする日常生活の移動手段として自
動車の存在が欠かせない一方、近年、
高齢者ドライバーによる交通事故件数
の増加が問題となっており、高齢者ド
ライバーに対する運転免許証の返納の
勧奨や自動車保険料の引き上げなど、
高齢者を運転から遠ざける動きもみら
れるようになってきた。そして、外出
機会と外界に対する関心の低下と意欲
の減退は、地域の商店街の衰退を助長
することにもなり、地域コミュニティ
の一層の衰退を招いているといえる。
　上記のような課題を解決するため、高
齢者や子育て世代にも環境にも優しい
様々な次世代の交通手段を各利用者の
ニーズに合った形で導入し、同時にオン
デマンド交通システムやＥＶバス等によ
って地域公共交通を再生・活性化する
ことで、高齢者等の移動を支援する環
境を整備することが求められている。
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（２）超小型モビリティの現状

　高齢者にも子育て世代にも環境にも
優しい次世代のモビリティとして、近
年、低速で小型の電動モビリティが提
案され、国土交通省は平成 24 年６月
には、「超小型モビリティ導入に向け
たガイドライン」を発表し、平成 25
年２月には、その推進の第一弾として
軽自動車の基準を緩和する認定制度及
び先行・試行導入のための補助制度を
創設した。また、一部大手自動車メー
カーからも、将来の市場化に向けたコ
ンセプトカーが発表されるなど関心が
高まりつつあり、ロボット的なモビリ
ティや自動運転モビリティなどの提案
がされている。
　その実用化に当たっては、ユーザ・
地域のニーズの的確な把握と、情報を
含め周辺インフラ環境の革新や、社会
制度の見直しなど、様々な課題を同時
並行に解決していく必要があるが、従
来の大量生産型の自動車産業から、地
域特性やユーザ嗜好、利用パターンな
どに応じてテーラーメイド・注文生産的
に、地域密着型・少量生産によるモビリ
ティ生産の時代への移行が考えられる。
　超小型モビリティの意義について特
に認識すべきことは、超小型モビリテ
ィが、全く新しい自動車のカテゴリー
であり、既存の自動車メーカーも本格
参入に至っておらず、電動化すること
により、既成概念に囚われず、かつ、
少ない部品点数でつくることが可能と
いうことである。すなわち、ベンチャ
ー的に新たな産業振興の可能性がある
ということである。また、これまでの
課題は、今後世界的に解決すべき課題
でもあり、世界をマーケットとした新
たな製造業と捉えることも可能である。
（３）超小型モビリティ導入に向けた

検討課題

　超小型モビリティが地域の人の移動
についての様々な課題を解決する手段
である以上、地域におけるモビリティニ

ーズの検討は、最重要課題である。ま
ず第一に、そもそもどのような地域にし
たいか、あるいはすべきかについて、
そのイメージやニーズを明確化すること
が重要であり、その上で、平時（地方
公共交通）及び有事（災害時）におけ
るニーズの明確化を行うことが必要で
ある。その際、各種モビリティ間の適切
な棲み分け（機能分担）についての議
論や、地域の防災計画との連携等、防
災（事前対策・発災後）面からのモビ
リティの検討も必要と考えられる。
　また、超小型モビリティの意義につ
いて特に認識すべきことは、超小型モ
ビリティが、全く新しい自動車のカテ
ゴリーであり、既存の自動車メーカー
も本格参入に至っておらず、電動化す
ることにより、既成概念に囚われず、
かつ、少ない部品点数でつくることが
可能ということであり、新産業創出と
いう観点からも検討が必要である。

5

ルート情報配信のための標
準フォーマット検討と今後
の課題について
～カーナビゲーション向け
複数POI のフォーマット
及び運用ガイドラインの策
定～

ITS・新道路創生本部
浜田　誠也　森田　浩司　柴田　康弘
　当機構では、「カーナビゲーション
向け位置情報表現形式ガイドライン」

と「カーナビゲーション向け位置情報
に関する運用ガイドライン」の 0.9 版
を策定した。
（１）検討の背景及び内容

　これまでの検討から得た知見をもと
に、「着地型観光」として、地域が情
報発信し、その施設まで案内する仕組
みを構築するため、カーナビゲーショ
ン向けルート配信のための標準フォー
マットとその運用ガイドラインについ
て検討を行った。
　これまでの検討から得た知見より、
地域が情報を発信し、観光客を取り込
みたい、観光客を誘導したいという地
域が観光情報を配信するニーズは高い。
観光客が求める観光情報として、目的
地の場所や行き方（ナビゲーション）や、
“地元ならでは”の情報に対するニー
ズが高いことが分かる。
　前述の観光情報に対するニーズを踏
まえ、カーナビゲーションの持つ目的地
へ案内する機能に観光情報提供を組み
合わせたサービスを実現するため、複
数の位置情報を組み合わせルート情報
として提供するための標準フォーマッ
トの検討と、そのコンテンツ作成に向
けた運用ガイドラインの検討を行った。

【実現を目指すサービス内容】

地域、自治体、事業者等が作成し
た POI 情報（位置情報）をカーナ
ビゲーションに提供し、経由地、
目的地に自動で設定する。

図４　実現を目指すサービスイメージ
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　既存ガイドライン（位置情報表現形式
ガイドライン POIX_EX（ITSFORUM 
RC-001）2.1 版）では、カーナビゲー
ションにおいての運用方法や使い方が
不明確である。また、ルートとして配
信することは検討されていない。
　自動車メーカー等による独自のサー
ビスとして一部実現しているが、各メ
ーカーの顧客サービスとして実施して
おり、会員限定のサービスである。ま
た、地域の自治体や観光協会などが情
報発信する仕組みや共通のフォーマッ
トがない。
（２）ルート配信における機能要件

　ルート名称、概要を記載できる機能
や、これまでの複数の位置情報かルー
ト情報か判別できる機能など、ルート
情報に必要不可欠な機能や、観光情報
として提供するために必要となると考
えられる機能などを抽出した。
（３）フォーマット、運用ガイドライ

ンの策定

　既存ガイドラインに対し、前述の機
能要件を追加し、カーナビゲーション

に観光情報を含むルート情報を提供す
るためのフォーマットと運用ガイドラ
インについて検討した。
　既存仕様に対し、機能拡張するフォ
ーマットを検討し、カーナビゲーショ
ン向け位置情報表現形式ガイドライン
（0.9 版）を策定した。
　前述のフォーマットを運用するため
のガイドラインとして、コンテンツ作
成における留意点とカーナビゲーショ
ンにおける動作の留意事項などを検討
し、記載例などと合わせて「カーナビ
ゲーション向け位置情報に関する運用
ガイドライン（0.9 版）」を策定した。
（４）実現するサービスイメージ

　ルート情報は、ITS スポット等から
取得した際、カーナビゲーション機能
の経由地目的地に自動で設定された状
態に遷移する。これにより、利用者は
少ない操作でルート情報をカーナビゲ
ーションに設定することができるよう
になる。
（５）期待される効果

　地域が位置情報を含んだ観光情報を

ルートとして提供できることが可能と
なる。地域にとっては有効な情報発信
ツールとなり、観光客の回遊性を高め
たり、これまで来訪客が少なかった隠
れた観光資源に誘導したりすることで
地域活性、観光活性につながることが
期待される。
　また、観光客は現地の地理に必ずし
も明るくなくも、複数の観光施設を、
カーナビゲーションが経路案内してく
れることで、効率よく観光することが
できる。さらに、地域が提供する地域
のオススメ、口コミなど旬な情報が手
に入れられ、観光の幅が広がり、満足
度の高い観光となることが期待される。

6

ITSスポットサービスの事
業展開に向けて
～ ITSスポット通信を利
用した車利用型ＥＭＶ決済
サービスを活用して～

ITS・新道路創生本部
浜田　誠也　　須藤　伸一

　当機構では、ITS スポットを活用し

表１　カーナビゲーション向け位置情報表現形式ガイドラインの構造表
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たサービスの１つとして「車利用型
EMV決済サービス」の実現に向け、
機器・システムの技術的検証やその仕
様等を定めるガイドラインの策定及び
サービスの本格運用に向けた事業化検
討を継続して行ってきた。
　本稿では、当機構の検討により得ら
れた成果を取りまとめるとともに、事
業展開に向けた取り組みを紹介する。
（１）車利用型EMV決済サービス

　車利用型EMV決済サービスとは、
DSRCを利用したサービスとして、今
後展開する「料金決済サービス」のこ
とである。駐車場等でキャッシュレス
料金決済が導入され、スムーズな通過
が実現できる。その他、「ガソリンス
タンド」「ドライブスルー」「EV充電
スタンド」等への展開が想定される。
　このEMV決済サービスは、ICカ
ードの読み取り機仕様等を定めた統一
規格である「EMV規格」に準拠した
サービスを目指している。
①駐車場における決済サービス
　ITS 車載器を利用することにより、
車内に居ながら ICクレジットカード
での決済サービスを実現する。駐車場
入出場時の幅寄せや窓開閉などの煩わ
しさを排除でき、チケットレス、キャ
ッシュレスで駐車場入出場の時間短縮
を実現するものである。
　2010 年度及び 2012 年度に日比谷駐
車場にて技術的評価を行った。結果は、
各機器の機能・動作に問題のないこと
を確認し、処理時間は 17.5 秒まで短
縮することができた。
②ドライブスルー・サービス
　ITS 車載器を利用した「事前注文登
録」「広告配信」「注文確定」「IC クレ
ジットカード決済」機能を用いたドラ
イブスルー・サービスの高度化を実現
するものである。
　2011 年度にファーストフードチェ
ーン店にてカーナビゲーション画面上
でのオーダ及び ICクレジットカード

決済の技術的評価を行った。結果、ナ
ビ画面による動作確認とともに決済ブ
ースでの処理時間を 7.8 秒まで短縮す
ることができた。
（２）今後の事業化展開について

　　～スマートコミュニケーションサ

ービス～

　事業化を展開するに当たっては、今
後の社会構造の変化、背景を踏まえた
サービス提供が望ましく、あるべき姿
を捉えたものであることが重要な要素
である。今後、日常生活における自動
車利用機会は、本格的な高齢化社会の
到来に伴い、身近な距離での利用がさ
らに増加するとともに、過渡的には
EV充電スタンドの普及整備の遅れに
よるEV充電スタンドへの最適な誘導
が求められている。
　事業化展開に当たっての基本コンセ
プトは、「生活に必要な情報を提供し、
暮らしを支え、街を創る」を掲げる。
自動車への日常生活における的確な情
報提供を実現し、自動車走行の最適化
を支援することを目指した「スマート
コミュニケーションサービス｣ の提供
を指向するものとする。
① スマートコミュニケーションサービ
スとは

■自動車を中心とした生活行動への情
報提供・決済

■生活に必要なすべての情報を最適に
提供

■情報提供エリアは日常生活圏
②実現するサービス
■ドライブスルー等カーナビの高度化
■車（EV）利用環境の高度化

■車の特性や利用シーンに応じたコミ
ュニティとお店情報の提供
■暮らしに不可欠な生活情報提供
■うろつき交通をなくし都市部交通環
境を改善させる駐車場案内
■地域活性化や顧客満足度向上につな
がる地域ポイントサービス
（３）今後の課題／将来に向けて

　昨年度、本調査研究において「スマ
ートコミュニケーションサービス事
業」の事業性について「銀行」「総合
商社」「事業者」等へ説明会を通じた
ヒアリングを実施した。
　ヒアリングを通じて、「利益構造の
明確化」「大きなエネルギー供給シス
テムを展開する中での仕組みとすべ
き」→ドライブスルー・サービスの地
域展開のみでは間尺に合わない（投資
対効果の面で不安）等の意見もいただ
いた。
　「DSRC車載器」「EV急速充電器」
の普及促進がひとつの事業成立の要素
であることは、言及するまでもない。
加え、地域電力供給や環境システムと
の融合による効率的な社会システム機
能の一端を担い、地域の利便性向上と
活性化を念頭とするサービスやシステ
ムの提供ができるかが、今後の課題で
あるとともに事業の将来展望への重要
な要素と考える。

図５　情報提供エリア

図６　実現するサービス例
〈車（EV）利用環境の高度化〉
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